
 

 

令和７年度 

 

 

目黒区人事行政の運営等の状況について 

 

 

 

 

 

目黒区総務部人事課 

令和７年１２月 



「目黒区人事行政の運営等の状況」については、めぐろ区報（令和７年 12

月 15 日号）でお知らせしているところですが、ここでは区報で公表している

内容をもとに、区職員の給与や職員数、勤務条件などの人事行政の運営状況の

内容についてご説明します。 

なお、この冊子の内容は、目黒区公式ウェブサイトでお知らせしている内容

と同じものです。 

 

 

 

目黒区では、地方公務員法に基づき、平成 17 年 3 月に「目黒区人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例」を制定し、4 月に施行しました。この条例

は、人事行政の運営状況を区民の皆さんに公表することにより、その公正性と

透明性を高めることを目的としています。 

区では従来から毎年、職員給与や職員数の内容を公表してきましたが、ここ

では、その内容に職員の勤務条件や服務の状況などを加え公表しています。 

また、23 区が共同で設置している特別区人事委員会からの報告事項について

も併せてお知らせします。 

 

≪お問合せ≫ 

人事課人事係（電話 03-5722-9650） 
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 １ 職員の給与の状況   

（１）総括 

ア 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

（7.4.1現在） 
歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

5年度の 

人件費率 

6年度 282,281人 131,964,230千円 4,681,485千円 23,246,738千円 17.62％ 16.74％ 

◆普通会計は、総務省の基準に基づいて分類・集計した統計上の会計で、全国の地方公共団体の財政状況と 

比較することができます。 

◆人件費（B）は、建設事業に係る人件費を含みます。 

 

イ 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数

（Ａ） 

給   与   費 1 人当たり 

給与費 

（Ｂ／Ａ） 

（参考） 

特別区平均 1 人

当たり給与費 
給  料 職員手当 期末・ 

勤勉手当 

計（Ｂ） 

6 年度 1,951人 

(68人) 

6,784,510

千円 

2,803,628 

千円 

3,430,602 

千円 

13,018,740 

千円 

6,673 

千円 

6,577 

千円 

◆職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。 

◆職員数は、令和 6年 4 月 1日現在の一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、

公益的法人等への派遣職員などを含み、自治法派遣職員、特別会計の計上職員、特別職非常勤職員、会計

年度任用職員などを除きます。 

◆職員手当には、退職手当を含みません。 

◆給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費は含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含ま

れていません。 

 

ウ ラスパイレス指数の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

 

 

◆ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数

（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額

を 100として計算した指数です。 
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エ 給与改定の状況（令和 7年特別区人事委員会の勧告内容等） 

① 月例給 

一般行政職の給料表については、公民較差 14,860 円（3.80％）を解消するため、初任給の引上げ及び

全ての級及び号給について給料月額の引上げを行います。その他の給料表は、一般行政職との均衡を考

慮した改定を行います。 

 再任用職員の基準給料月額については、各級の改定額を踏まえ、所要の引上げ改定を行います。 

区 分 

人事委員会の勧告 

給与改定率  国の改定率 民間給与

（A） 
公務員給与(B) 較差 (A)-(B) 勧告(改定率) 

7年度 406,322円 391,462円 
14,860円 

（3.80％） 
平均 3.80％ 平均 3.80％  平均 3.62％ 

◆「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の令和７年 4月分の給与額をラスパイレス比

較した平均給与月額です。 

◆民間給与、公務員給与ともに新卒採用者は含まれていません。 

 

② 特別給（期末・勤勉手当） 

民間における特別給の支給状況を勘案し年間の支給月数を 0.05月引上げる勧告となっています。 

なお、支給月数の引上げ分については、民間の状況を考慮し、期末手当及び勤勉手当に均等に配分しま

す。 

区 分 

人事委員会の勧告 
年間 

支給月数 
 

国の年間 

支給月数 民間の支給 

割合（A） 

公務員の 

支給月数(B) 
較差 (A)-(B) 

勧  告 

(改定月数) 

7年度 4.92月 4.85月 0.07月 0.05月 4.90月  4.65 月 

◆「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は 

期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 

 

オ 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均 2％の引下げ及び地域手当の支給割合

の見直し等に取り組むとされている。 

 

① 給料表の見直し 

［  実施   未実施  ］ 

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、

その理由 ） ） 

（給料表の改定実施時期） 平成 27年 4月 1日 

（内容） 

特別区人事委員会勧告に基づき、地域手当の支給割合を 18％から 20％に引上げることと合わせて、一般行

政職の給料表については、平均 1.7％引下げる改定を行いました。なお、国の初任給との均衡や人材確保の

観点から、Ⅰ類初任給までの号給等については、引下げを行わないこととし、初任給付近の号給等は引下げ

を緩和しました。 
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② 地域手当の見直し 

    実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

（支給割合）国基準 20％に対し、目黒区においても 20％を支給 

（実施時期）平成 27年 4月 1 日より実施 

（参考） 

支給割合 平成 26年度 
平成 27年度 平成 28年度以降の 

支給割合 4月 1日時点 遡及改定後 

国基準による支給割合 18% 18% 18.5% 20% 

目黒区の支給割合 18% 20% 20% 20% 

 

③ その他の見直し内容 

    管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施しました。（平成 27 年 4 月

1日実施） 

 

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況 

ア 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

① 一般行政職 

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

目黒区 38.7歳 305,235円 445,426円 385,066円 

東京都 40.6歳 328,539円 413,408円   －   円 

国 41.9歳 332,237円  414,480円 

特別区平均 39.8歳 298,662円 424,891円 374,938円 

◆「平均給与月額」とは、給料と諸手当（期末手当・勤勉手当・退職手当・寒冷地手当を除く。）を含んだ平

均月額です。 

◆「平均給与月額（国比較ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の

手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等を除いたもの）で

再計算したものです。 

◆「－」は、公表されていません。 

 

② 技能労務職 

区 分 

公  務  員 

平均年齢 職員数 平均給料月額 
平均給与月額 

（Ａ） 

平均給与月額 

（国比較ベース） 

目黒区 51.5歳 141人 285,138 円  390,471円 351,116円  

 うち用務 57.4歳 25人 288,036円 361,917円 352,607円  

うち清掃職員 49.4歳 74人 288,180 円 415,379円 356,336円  

うち調理 55.4歳 18人 297,867 円 381,767円 363,957円  

東京都 47.4歳 1,007人 300,790円 371,890円  －  円 

国 51.3歳 1,703人 294,567円  337,907円 

特別区平均 53.6歳 228人 284,926 円 387,351円 349,817円 
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民    間 参 考 

対応する民間 

の類似職種 
平均年齢 

平均給与月額 

（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

用務員 49.1歳 244,800円 1.48 

廃棄物 

処理業従業員 
47.7歳 314,900円 1.32 

調理士 41.9歳 313,100円 1.22 

 

区 分 

参   考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 

（Ｃ） 

民間 

（Ｄ） 
Ｃ／Ｄ 

目黒区    

 うち用務 6,037,615円 3,297,300円 1.83 

うち清掃職員 6,747,914円 4,376,300円 1.54 

うち調理 6,355,561円 4,112,800円 1.55 

◆民間データは、厚生労働省が公表している「賃金構造基本統計調査（賃金センサス）」の令和 3 年から令和

5 年までの 3 か年の平均を掲載しています。なお、区職員は、常勤職員のデータで、民間には非常勤職員等

のデータが含まれます。 

◆平均給与月額は、賃金センサスにおける「きまって支給する現金給与額」、年収ベースは、「きまって支給す

る現金給与額」を 12倍したものに年間賞与の額を加えた試算値です。 

◆民間の用務員及び廃棄物処理業従業員は全国平均、調理士は東京都の平均を掲載しています。 

◆「－」は、公表されていません。 

 

③ 教育職 

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

目黒区 37.4歳 335,580円 446,789円 

東京都 38.7歳 359,518円 448,863円 

特別区平均 38.3歳 331,651円 443,446円 

◆「平均給料月額」とは、令和 7年 4月 1日現在における基本給の平均です。 

◆「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの

諸手当の額を合計したものです。 

◆東京都は「小中学校教育職」の数値を掲載しています。 

 

イ 職員の初任給の状況（令和 7年 4月 1日現在）  

区   分 目 黒 区 東 京 都 国 

一般行政職 

Ⅰ 類 

（大学卒程度） 
220,000円 225,500円 

【総合職】230,000円 

【一般職】220,000円 

Ⅲ 類 

（高校卒程度） 
182,000円 188,000円 188,000円 

技能労務職 176,400円 185,400円  

教 育 職 
大学卒 233,000円 241,700円  

短大卒 215,200円 225,600円  
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ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 7年 4月 1日現在）  

区   分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25 年 経験年数 30年 

一般行政職 
大学卒 280,631円 375,262 円 385,067円 392,822円 

高校卒 240,900円   －   円  －  円 387,900円 

技能労務職 225,500円  －  円 333,850円 294,843円 

◆経験年数には、採用前の職歴等を加算した年数を含めます。 

◆「－」は該当者がいないため、未掲載です。 

 

（３）一般行政職の級別職員数等の状況 

ア 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和 7年 4月 1日現在）  

区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給料月額 

最高号給の

給料月額 

6 級 部長 15人 1.3％ 379,400円 518,100円 

5 級 課長 59人 5.3％ 303,500円 457,100円 

4 級 課長補佐 60人 5.4％ 276,700円 431,000円 

3 級 係長・主査 220人 19.6％ 254,100円 408,800円 

2 級 主任 305人 27.2％ 231,500 円 357,600円 

1 級 係員 462人 41.2％ 177,400円 323,900円 

◆目黒区給与条例に基づく給料表の級区分による職員数（再任用職員を除く。）です。 

◆標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

◆行政系人事制度の改正により、平成 30 年 4 月 1 日から職務の級を 8 層制から 6 層制に統合・再編していま

す。 
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イ 国との給与表カーブ比較表（行政職（一））（令和 7年 4月 1日現在） 

 

 

ウ 昇給への人事評価結果の反映状況 

① 人事評価の実施状況 

  地方公務員法第 23 条に基づき、毎年 1 月 1 日を評価基準日として全職員について勤務成績の人事

評価を実施 

  なお、平成 13 年から管理職員（課長級以上）を対象とした能力・業績に基づく人事評価を実施し

ており、平成 19年から管理職員以外の職員（係長級・一般職員）についても実施 

 

② 令和 7年 4月 1日の昇給への人事評価結果の反映状況（一般行政職） 

人事評価結果等に基づき、昇給区分（6号昇給～0号昇給）を決定 

区分 
職員数 構成比 

管理職員 管理職員以外 管理職員 管理職員以外 

上位（6～5 号昇給） 24人 269 人 31.58％ 31.10％ 

標準（4号昇給） 50人 595 人 65.79％ 68.79％ 

下位（3～0 号昇給） 2人 1人 2.63％ 0.12％ 

計 76人 865 人 100％ 100％ 
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（４）職員の手当の状況 

ア 期末・勤勉手当（6年度） 

目 黒 区 東 京 都 国 

１人当たり平均支給額 

1,811,597円 

(再任用を除く職員 1,863,162円) 

(再任用職員     700,579円) 

１人当たり平均支給額 

1,945,064円 

 

 

 

（支給割合） 

◆ 一般職員 

期末手当   勤勉手当 

2.50月分   2.35月分 

（1.40月分） （1.15月分） 

（支給割合） 

◆ 一般職員 

期末手当   勤勉手当 

2.50月分   2.35月分 

（1.40月分） （1.15月分） 

（支給割合） 

◆ 一般職員 

期末手当   勤勉手当    

2.50月分   2.10月分 

（1.40月分） （1.00月分） 

◆ 管理職員 

期末手当   勤勉手当 

2.15月分   2.70月分 

（1.225月分） （1.325月分） 

◆ 管理職員[課長級/部長級] 

期末手当   勤勉手当 

2.10/1.90月分 2.75/2.95月分 

（1.20月分） （1.35月分） 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算 

・職務段階別加算    5～20％ 

・管理職加算     15～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算 

・職務段階別加算   3～20％ 

・管理職加算    15～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算 

・職務段階別加算    5～20％ 

・管理職加算     10～25％ 

◆（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

※会計年度任用職員は除きます。 

 

【参考】令和 7年特別区人事委員会勧告内容 

区 分 期末手当 勤勉手当 合  計 

一般職員 2.525月（1.425月） 2.375月（1.175月） 4.90月(2.60月) 

管理職員 2.175月（1.25月） 2.725月（1.35月） 4.90月(2.60月) 

◆（ ）内は、再任用職員に係る支給月数です。 
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【参考】勤勉手当への人事評価結果の反映状況（一般行政職） 

１ 人事評価の実施状況 

地方公務員法第 23 条に基づき、毎年 1 月 1 日を評価基準日として全職員について勤務成績の人事評

価を実施 

なお、平成 13 年から管理職員（課長級以上）を対象とした能力・業績に基づく人事評価を実施して

おり、平成 19年から管理職員以外の職員（係長級・一般職員）についても実施 

また、平成 24 年度からは、勤勉手当の成績率に扶養手当及び扶養手当の合計額に地域手当の割合を

乗じて得た額を原資として加算し、人事評価結果への反映を拡大して実施 

 

２  令和 7年 6月の勤勉手当への人事評価結果の反映状況 

人事評価結果等に基づき、成績率を決定（評価基準日以降の採用者等については対象外） 

成績率 職員数（構成比） 

区分 
管理職

員 

係長級 

職員 

主任 

職員 

一般 

職員 
管理職員 

係長級 

職員 

主任 

職員 

一般 

職員 

上位 

1.1665

～

1.0682 

1.1357

～

1.0578 

1.0932

～

1.0416 

1.0418

～

1.0196 

29人 

(35.80%) 

122人 

(39.23%) 

108 人 

(32.53%) 

126人 

(27.27%) 

標準 0.9700 0.9800 0.9900 0.9975 
49人 

(60.49%) 

189人 

(60.77%) 

224 人 

(67.47%) 

335人 

(72.51%) 

下位 

0.9400

～

0.8900 

0.9550

～

0.9300 

0.9650

～

0.9400 

0.9725

～

0.9475 

3人 

(3.70%) 

0人 

(0.00%) 

0人 

(0.00%) 

1人 

(0.22%) 

計     81人 311人 332 人 462人 
 

 

 

イ 退職手当（令和 7年 4月 1日現在） 

区  分 
目 黒 区 国 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 応募認定・定年 

支給率 

勤続 20年 18.00月分 24.55月分 19.6695月分 24.586875月分 

勤続 25年 28.00月分 32.95月分 28.0395月分 33.27075月分 

勤続 35年 39.75月分 47.70月分 39.7575月分 47.709 月分 

最高限度額 39.75月分 47.70月分 47.709月分 47.709 月分 

その他の加算措置 早期退職特例措置 

（2％～20％加算） 

定年前早期退職特例措置 

（2％～45％加算） 

退職時特別昇給 4号給又は 8号給  

◆令和 6年度退職者分の退職手当の 1人当たり平均支給額は、自己都合:1,792千円・ 

勧奨:19,418千円・定年:22,010 千円です。 

◆退職時の特別昇給 ・生命を賭して、善行を行った者の死亡退職の場合：4号給 

・功績顕著な者が公務上の傷病により退職する場合：8号給 

 

ウ 地域手当（令和 7年 4月 1日現在） 

支給実績（令和 6年度決算） 1,523,413千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和 6年度決算） 728,906円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度(支給率) 

目黒区 20％ 2,088人 20％ 

興津自然学園(千葉県勝浦市) 12％  2人  

地域手当補正後ラスパイレス指数 

（ラスパイレス指数） 

99.6 

（99.6） 

◆地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給

与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。 
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（補正前のラスパイレス指数×（1＋当該団体の地域手当支給率）／（1＋国の指定基準に基づく地域手当支

給率）により算出）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

エ 特殊勤務手当（令和 7年 4月 1 日現在） 

支給実績（令和 6年度決算） 16,428千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和 6年度決算） 86,011円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和 6年度） 9.27％ 

手当の種類（手当数） 5  

手当の名称 主な支給対象職員 
主な支給 

対象業務 

支給実績 

（6年度決算） 

左記の職員に対する 

支給単価 

特定危険現場 

作業手当 

施設課に勤務する

職員 

区の施設に設置される

昇降機の新設、修繕及

び改修に伴う検査業務 

420円 従事した日 1 日につき

420円 

水防本部設置に伴

う召集を受けた職

員 

当該年度の水防活動計

画に定める警戒箇所に

おける水防作業 

 0円 従事した日 1 日につき

1,060円 

福祉業務手当 福祉に関する事務

所に勤務する職員 

生活保護法、中国残留

邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支

援に関する法律、生活

困窮者自立支援法、身

体障害者福祉法、知的

障害者福祉法、老人福

祉法、児童福祉法、母

子及び父子並びに寡婦

福祉法又は、売春防止

法に定める業務を行う

ための家庭等への訪問 

2,932,650円 従事した日 1 日につき

490円 

児童相談所関

係業務手当 

児童相談所に勤務

する職員 

児童福祉法第 12 条第 2

項に規定する業務を行

うための家庭訪問、指

導、相談等 

30,380円 従事した日 1 日につき

490円 

  児童福祉法第 11 条第 1

項第 2 号ホに掲げる業

務 

0円 従事した日 1 日につき

1,470円 

防疫等業務 

手当 

保健所に勤務する

職員 

感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律第 6 条第

2 項及び第 9 項に規定

する感染症等の患者等

に接する業務 

0円 従事した日 1 日につき

700円 

  感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律第 6 条第

3 項(第 2 号を除く。)

及び第 4 項に規定する

感染症の患者等に接す

る業務 

198,710円 従事した日 1 日につき

310円 



 10 

感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律第 6 条第

3 項第 2 号に規定する

感染症の患者に常時接

する業務に従事する者

が、家庭等に訪問する

ことにより、当該患者

に接する業務 

3,780円 従事した日１日につき

180円 

清掃関係業務 

手当 

清掃事務所に勤務

する職員 

廃棄物の処理を直接行

う業務又はこれに密接

に関連する業務 

13,262,200円 従事した日 1 日につき

700円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（令和 6年度決算） 894,369千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和 6年度決算） 442千円 

支給実績（令和 5年度決算） 815,895千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和 5年度決算） 396千円 

◆職員 1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の 4月 1日現在

の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、

再任用短時間勤務職員を含みます。 

 

 

カ その他の手当（令和 7年 4月 1 日現在） 

手当名 内容及び支給単価(6 年度) 
国の制度

との異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績 

(6 年度決算) 

支給職員 1 人当た

り平均支給年額 

(6 年度決算) 

扶養手当 扶養親族を有する職員に生計費の一助と

して支給 

異なる 

 

 101,667 千円 182,198 円 

・配偶者 6,000 円  6,500 円 

・子   9,000 円  10,000 円 

・父母等 6,000 円  6,500 円 

・16～22 歳の子 1 人につき 4,000 円加算  5,000 円 

住居手当 職員の住居費の一部を補うため、月額

27,000 円以上の家賃を支払っている者に

支給 

～27 歳 27,000 円 

～32 歳 17,600 円 

～上記以降 8,300 円 
 

異なる 家 賃 負 担

者に最大 

28,000 円 

111,617 千円 174,675 円 

通勤手当 通勤に要する経費の一部を補うために運

賃等相当額を支給 

・交通機関利用者 1 か月当たりの支給限

度額 55,000 円 

・交通用具利用者 2,600～24,900 円 

異なる 交通用具

等の使用

距離区分

と支給額 

245,709 千円 134,121 円 
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管理職手

当 

管理又は監督の地位にある職員に、その

職の特殊性に基づいて支給 

・部長及びこれに相当する職 127,600 円 

・重要かつ困難な事務を処理する課長の

職 101,500 円 

・課長及びこれに相当する職 92,300 円 

※給料月額の 7 割措置が適用される職員

に支給する場合は、適用される手当額に

100 分の 70 を乗じて得た額 

異なる 支給区分 

支給金額 

112,930 千円 1,152,343 円 

初任給調

整手当 

採用による欠員の補充が困難な職員につ

いて、その採用困難な状況や民間におけ

る賃金との較差等を考慮して支給 

支給期間に応じて 121,200～275,700 円 

異なる 支給区分 

支給金額 

3,233 千円 1,616,400 円 

休日給夜

間勤務手

当 

休日給…休日において正規の勤務時間中

に勤務することを命ぜられた職員に対し

て支給 

勤務 1 時間当たりの給与額×135／100 

夜間手当…正規の勤務時間における勤務

として午後 10 時から翌日の午前 5 時まで

の間に勤務した職員に対して支給 

勤務 1 時間当たりの給与額×25／100 

同じ  42,388 千円 129,627 円 

宿日直手

当 

宿直勤務又は日直勤務に従事した職員に

対し、当該勤務の報酬として支給 

異なる 支給区分 

支給金額 

0 千円 0 円 

管理職員

特別勤務

手当 

管理職手当を受ける管理又は監督の地位

にある職員が、以下に勤務した場合に支

給。職と勤務時間に応じて 4,000～18,000

円を支給 

・臨時又は緊急の必要等により週休日又

は休日に勤務した場合に支給 

・臨時又は緊急の必要等により週休日等

以外の日の午前 0 時から午前 5 時までの

間に勤務した場合に支給 

※給料月額の 7 割措置が適用される職員

に支給する場合は、適用される手当額に

100 分の 70 を乗じて得た額 

異なる 支給金額 

3,000 円  

～18,000

円 

267 千円 53,320 円 

単身赴任

手当 

公署を異にする異動等に伴う転居のた

め、配偶者と別居し単身で生活すること

を常況とする職員に対して支給 

基礎額 30,000 円 

加算額 

100 ㎞以上 200 ㎞未満  6,000 円 

200 ㎞以上 300 ㎞未満 10,000 円 

300 ㎞以上      14,000 円 

異なる 支給金額 

30,000 円

～    

100,000 円 

0 千円 0 円 
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義務教育

等教員特

別手当 

人材確保法の趣旨に沿うため、教育職員

の給与について特別の措置を講ずるため

支給 

その者の発令級号給に応じて 1,120～

4,150 円 

  1,025 千円 42,707 円 

◆6 年度決算の値は、一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計の合計

です。 

 

（５）特別職の報酬等の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

区  分 
給 料 月 額 等 

給料・報酬 地域手当 
（参考）特別区における給料・報酬の 

最高／最低額 

給
料 

区 長 

副区長 

教育長 

代表監査委員 

1,068,000円 

854,000円 

747,000円 

635,000円 

213,600 円 

170,800 円 

149,400 円 

127,000 円 

1,305,000円／921,600円 

1,042,000円／817,100円 

  951,200円／735,300円 

 742,000円／632,600円 

報
酬 

議 長 

副議長 

議 員 

913,000円  

798,000円  

603,000円  

－円 

－円 

－円 

  975,000円／863,700円 

  832,000円／770,400円 

  637,000円／600,200円 

期
末
手
当 

区 長 

副区長 

教育長 

代表監査委員 

 

（令和 6 年度支給割合） 

     3.60月分 

議 長 

副議長 

議 員 

（令和 6 年度支給割合） 

     3.55月分 

退
職
手
当 

 

区 長 

副区長 

教育長 

代表監査委員 

（算定方式）             （１期の手当額）   （支給時期） 

退職時給料月額×在職年数×450/100   19,224,000円         任期ごと 

退職時給料月額×在職年数×306/100     10,452,960 円         任期ごと 

退職時給料月額×在職年数×230/100      5,154,300 円         任期ごと 

退職時給料月額×在職年数×195/100      4,953,000 円         任期ごと 

◆退職手当の「1 期の手当額」は、令和 7 年 4 月 1 日現在の給料月額及び支給率に基づき、1 期（教育長：3

年＝36月、その他の特別職：4年＝48 月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
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 ２ 職員数の状況  

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4 月 1 日現在） 

（単位：人） 

 

◆職員数は一般職に属する職員数（再任用フルタイム勤務職員を含む。）であり、地方公務員の身分を保有す

る休職者、公益的法人等への派遣職員などを含み、自治法派遣職員、特別職非常勤職員及び会計年度任用職

員を除きます。 

◆（ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。 

区分
部門 令和6年 令和7年

13 13 0

376 387 11

86 86 0

800 794 ▲ 6

237 235 ▲ 2

1 1 0

18 18 0

224 233 9

196 187 ▲ 9

1,951 1,954 3

(68) (52) ▲ 16

110 111 1

(1) (0) ▲ 1

2,061 2,065 4

(69) (52) ▲ 17

小　　計

合　　計
<参考>
人口1万人当たりの職員数　73.15人

後期高齢者医療事業会計 13 13 0

介護保険事業会計 50 50 0

教育部門 減：学校統合事業の見直し、土木部門への振替

小　　計

公
営
企
業
等
会
計
部
門

国民健康保険事業会計 47 48 1 増：当初欠員補充

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政

議　　会

総　　務
増：持続可能な行財政運営のための仕組みづくり、ＩＴ
ガバナンスの確立への対応、国勢調査対応、戸籍振り
仮名対応

土　　木 増：区有施設見直し事業の推進、教育部門からの振替

計 1,755 1,767 12

衛　　生
増：保健所の執行体制強化
減：清掃作業職員の委託化

労　　働

商　　工

税　　務

民　　生
増：再任用短時間勤務職員の常勤職員への振替、子
ども・若者施策の推進
減：保育園、児童館・学童保育クラブの民営化

職員数 対前年
増減数

主な増減理由
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（２）年齢別職員構成の状況（各年 4月 1日現在） 

 

 

 

※年齢区分については、年度末の年齢で表記しています。 

 

（３）職員数の推移（各年 4 月 1 日現在） 

（単位：人・％） 

 

年齢
区分

23歳以
下

24歳～
27歳

28歳～
31歳

32歳～
35歳

36歳～
39歳

40歳～
43歳

44歳～
47歳

48歳～
51歳

52歳～
55歳

56歳～
59歳

60歳以上 合計

令和7年度 64人 239人 283人 213人 206人 177人 147人 140人 189人 223人 184人 2,065人
令和2年度 65人 234人 190人 208人 174人 143人 139人 212人 254人 238人 187人 2,044人

年度
部門別

1,935 1,941 1,953 1,957 1,951 1,954 19 0.98%

うち一般行政職 1,747 1,754 1,762 1,765 1,755 1,767 20 1.14%

うち教育部門 188 187 191 192 196 187 △ 1 △ 0.53%

109 107 108 108 110 111 2 1.83%

2,044 2,048 2,061 2,065 2,061 2,065 21 1.03%

過去５年間の
増減数（率）

普通会計部門

公営企業等会計部門

総合計

２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年
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 ３ 職員の任免の状況   

（１）採用の状況 

採用日 事務系 福祉系 技術系 技能労務系 幼稚園教諭 合計 

R6 年 4 月 2 日～

R7年 3月 31日 
0人 0人 2人 4人 0人 6人 

R7年 4月 1日 73人 20人 21人 1人 0人 115人 

 

（２）退職の状況 

ア 職種別の状況 

退職日 事務系 福祉系 技術系 技能労務系 幼稚園教諭 合計 

R6 年 4 月 1 日～

R7年 3月 30日 
12人 1人 3人 3人 0人 19人 

R7年 3月 31日 42人 25人 21人 12人 0人 100人 

 

イ 事由別の状況 

退職日 定年 勧奨 普通 
都・他区 

への転出 
その他 合計 

R6 年 4 月 1 日～

R7年 3月 30日 
0人 4人 12人 0人 3人 19人 

R7年 3月 31日 49人 31人 20人 0人 0人 100人 

 

（３）再任用の状況（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 事務系 福祉系 技術系 技能労務系 幼稚園教諭 合計 

再任用フルタイム 31人 15人 12人 23人 1人 82人 

再任用短時間 25人 11人 2人 14人 0人 52人 

 

 ４ 職員の服務及び勤務条件  

（１）職員の服務に関する義務 
法令・上司の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義

務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限 

 

（２）勤務時間（標準的なもの） 

勤務時間（標準的なもの） 
午前 8時 30分～午後 5時 15分 

（休憩時間 60分間を含む。） 

1週間の正規の勤務時間 38時間 45分 

1 日の正規の勤務時間 7時間 45分 

週休日 日曜日及び土曜日 

◆職務の性質等により上記によりがたい職員については、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」、 

その他の目黒区条例、規則等に定めるところによります。 

 

（３）休暇の種類 

年次有給休暇、病気休暇、公民権行使等休暇、不妊治療休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子

保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休

暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護等休暇、短期の介護休暇、介護休暇、

介護時間、子育て部分休暇 
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（４）年次有給休暇の取得状況 

年次有給休暇は、職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的として、年間一定日数

与えられる休暇です。付与日数は、原則として 1 年につき 20 日であり、その年に使用しなかった日数がある

場合は、20日を限度として翌年に繰り越すことができます。 

令和 6年 1月 1日～令和 6年 12月 31日の平均取得日数 17.1日 

◆非現業の一般職に属する常勤職員のうち区長部局に勤務する職員（交代制等勤務職場を除く。）の平均取得

日数です。 

 

（５）育児休業及び部分休業の取得状況 

育児休業は、子を養育する職員に対して育児のための休業を認めることにより、継続的な勤務を促進し、職

員の福祉を増進するとともに、行政の円滑な運営に資することを目的とする制度です。 

部分休業は、子を養育する職員に対して育児のために 1 日 2 時間までの範囲で勤務しないことを認めること

により、継続的な勤務を促進し、職員の福祉を増進するとともに、行政の円滑な運営に資することを目的とす

る制度です。 

育児休業は子が 3 歳に達するまで、部分休業は子が小学校就学の始期に達するまで取得することができます。 

令和 6年度の取得者数 

 男性 女性 

育児休業 35人 115人 

部分休業 8人 79人 

 

 ５ 職員の分限及び懲戒処分の状況   

令和 6年度の被処分者数 
分限処分 免職 0人 休職 77人 降任 0人 降給 0人 

懲戒処分 免職 0人 停職 0人 減給 1人 戒告 1人 

 

 ６ 職員のハラスメントに係る苦情・相談受付状況  

区分 パワー・ハラ

スメント 

カスタマー・

ハラスメント 

セクシュア

ル・ハラスメ

ント 

妊娠・出産・育

児に関する 

ハラスメント 

その他 

令和６年度 ７件 ０件 ０件 ０件 ３件 

 

 ７ 職員の人事評価の実施   

職員の能力及び職務能率の向上に資することを目的として、職員が職務を遂行した実績及び職務を遂行する

過程で認められた職員の能力・態度等について、定期的に人事評価を実施しています（毎年 1 月 1 日を基準日

として、年 1回実施）。そのほか、各種昇任選考等に際して、個別の人事評価を実施しています。 

 

 ８ 職員の退職管理   

地方公務員法では、職員の退職管理の適正を確保する観点から、営利企業等に再就職した元職員が、現職職

員に対して離職前の特定の職務に関する働きかけをすることを禁止しています。 

区では職員倫理条例により誰もが職員に対する公正な職務の遂行を損なう行為の要求を禁止するとともに、

契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱い要綱により、働きかけの内容を記録・公表すること

で、全ての職員が汚職や不正に関わることの未然防止に積極的に取り組んでいます。 
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 ９ 職員の研修の状況   

職員の研修の状況（令和 6 年度実績） 

研修名 講座数 修了者数（延べ） 

区
研
修 

職層研修 18 1,113 

実務研修 5 208 

特別研修 9 321 

派遣研修 40 60 

職場研修 5 155 

区研修 計 77 1,857 

特
別
区
共
同
研
修 

職層研修 14 429 

専門研修 49 115 

特別研修 29 316 

清掃研修 3 4 

特別区共同研修 計 95 864 

総合計 172 2,721 

 

区研修 

◆「職層研修」は、在職年数や各職位に応じた能力の向上を図るための研修です。 

◆「実務研修」は、区の事務を進める上で必要な文書事務等の実務能力を身に付けるための研修です。 

◆「特別研修」は、区を取り巻く環境の変化に対応するための能力向上や、職員のキャリアデザインを支援す

るための研修です。 

◆「派遣研修」は、外部の研修機関等で実施する研修に職員を派遣する研修のうち、人事課で助成を行った研

修です。 

◆「職場研修」は、業務上必要な知識の習得や技術の向上を目的とし職場ごとに行う研修のうち、人事課で助

成を行った研修です。 

 

特別区共同研修（23区が共同で設置した特別区職員研修所で計画、実施した研修） 

◆「職層研修」は、職層に応じ、公務員意識の高揚、基礎的知識の習得及び能力の向上を図る研修です。 

◆「専門研修」は、専門的な知識、技術の習得など職員の専門性を高めるための研修です。 

◆「特別研修」は、職員の能力、経験に応じた知識の習得及び能力の向上を図り、区における人材育成体制等

の充実に寄与すること等を目的とした研修です。 

◆「清掃研修」は、清掃事業に従事する職員を対象とした研修です。 
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 １０ 職員の福利厚生等の状況   

地方公務員法第 42 条に基づく厚生制度として共済制度、職員互助会による各種事業、安全衛生管理、公務

災害補償などを実施しています。 

 

（１）東京都職員共済組合・公立学校共済組合  

地方公務員等共済組合法に基づき、病気、出産、休業、退職、死亡その他被扶養者の病気等に関して健康保

険や年金事業等を実施しています。事業は、組合員が負担する掛金と地方公共団体が負担する負担金によって

行っています。 

令和 7年 4月 1日現在における組合員の掛金率は下表のとおりです。 

共済組合 一般組合員 短期組合員 

東京都職員共済組合 15.638/100 5.738/100 

公立学校共済組合 15.505/100 5.605/100 

※掛金率は標準報酬月額に対するもの 

 

（２）特別区職員互助組合  

特別区及び特別区の一部事務組合職員の相互共済及び福利厚生を図ることを目的として設置され、保険事業

やライフプラン事業等を実施しています。事業は、組合員が負担する組合費（給料月額の 1.7/1000）と各種

保険の事務手数料等の事業収入で行っています。 

 

（３）目黒区職員互助会 

目黒区職員の互助会に関する条例に基づき、職員の福利厚生の増進を目的として設置され、給付事業、貸付

事業、文化体育事業等を実施しています。事業は、職員が負担する会費（給料月額の 4.5/1000、会計年度任

用職員は月額 200円）と区からの補助金、保険の事務手数料等の事業収入で行っています。 

ア 会員数 

    3,629人（令和 7年 3月 31日現在） 

   ※会計年度任用職員及び関係団体固有職員の会員を含みます。 

 

イ 会費と区補助金 

会費（職員負担） 負担率 区補助金(令和 6年度) 

42,645,902円 

(令和 6 年度決算額) 

会費：区補助 

１：0.77 

32,919,000円 

（うち 1,344,053円を返還） 

※「会費（職員負担）」は、退職記念積立金を含みます。 

 

ウ 主な事業 

   ・給付事業（弔慰金、結婚祝金、義務教育終了祝金等） 

      ・福利厚生事業補助 

   ・文化・体育クラブ活動支援 

   ・かんぽ生命保険・公務員賠償責任保険 

   ・レストラン・職員休憩室・読書室運営 

   ・指定店及び展示販売 

   ・貸付事業 
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（４）被服貸与 

法令上（衛生上や安全上）により着用が義務付けられている場合や被服貸与がなければ作業等を行うことが

困難である場合などの理由により、職務遂行上必要な職員に対して被服を貸与しています。 

主な貸与品 主な貸与所属 

作業服 児童館・保育園・都市整備部・清掃事務所・学校 

防寒着 総合庁舎内各課・庁外施設 

雨衣・長靴 健康福祉部・保健所・都市整備部・学校 

白衣 保健所・保育園・学校 

保安帽・帽子 保育園・都市整備部・清掃事務所・学校 

靴・安全靴 児童館・保育園・都市整備部・清掃事務所・学校 

 

（５）職員の健康管理の状況 

ア 健康診断 

職員の健康管理及び公務能率の維持向上のため、年に 1回定期健康診断を実施しています。 

健診名 対象 

定期健康診断 常勤職員、再任用職員、臨時アシスタント以外の職に任用さ

れる会計年度任用職員のうち 1 週間の勤務時間数が 20 時間以

上の職員 

消化器健診 40歳以上 

大腸がん健診 消化器健診対象者 

婦人健診(子宮がん) 25歳以上の女性職員 

婦人健診(乳がん) 30代奇数年齢・40歳以上女性 

前立腺がん健診 55歳男性 

情報機器作業従事者健診 情報機器従事者で指定する職員 

特定化学物質取扱従事者健診 特定化学物質等を常時扱う職員 

はち抗体検査 業務上蜂に刺される危険性の高い職員 

結核接触者健診 保健所の感染症対策業務に従事する職員、結核感染者との接

触があり、保健所の指示があった職員 

深夜業務従事者健診 警備等の深夜業務に従事する職員 

イ メンタルヘルス対策・相談 

定期健康診断対象者に心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを平成 28年度から実施し

ています。また、人事課保健師等による健康相談のほかに産業医による健康相談、産業カウンセラーによ

るカウンセリングなどを毎月行っています。 

 

ウ 安全衛生管理 

職場の安全衛生の確保を目的に、安全衛生管理体制を組み安全衛生委員会活動を行っています。 

 

（６）公務災害補償の実施状況 

職員が公務中に負傷した場合、公務が原因で病気になった場合及び通勤途上で負傷した場合に、地方公務員

災害補償法に基づき補償を行っています。 

 

 

 

 

（７）風水害対策指定職員家賃助成 

  風水害等発生時に水防活動や避難所の開設・運営の補助業務等に従事する区内在住職員を「風水害対策指定

職員」に指定しています。これらの職員のうち要件を満たす職員に住居手当とは別に家賃助成を行っています。

令和 6年度の助成対象者は 77名でした。 

令和 6年度の認定件数 
公務災害 通勤災害 

13件 5 件 
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 １１ 特別区人事委員会からの報告事項   

（令和 6年度の業務状況の報告） 

（１）職員の競争試験及び選考の状況 

ア 採用試験等 

令和 6年度における採用試験等については、以下のとおり実施した。 

① 受験資格等 

 

職　　種
(試験・選考区分)

国籍
要件

年齢 その他

事務（一般事務）

事務（ ＩＣＴ ）

土木造園（土木）

土木造園（造園）

建　　築

機　　械

電　　気

福　　祉
22歳以上
30歳未満

心　　理 40歳未満

衛生監視（衛生）

衛生監視（化学）

保 健 師 無
22歳以上
40歳未満

事務（一般事務） 有
18歳以上
22歳未満

・活字印刷文又は点字による出題
に対応できる人

事務（一般事務） 有
18歳以上
61歳未満

事務（一般事務）

事務（ ＩＣＴ ）

土木造園（土木）

建　　築

機　　械

電　　気

福　　祉

児童福祉

児童指導

児童心理

事務（一般事務）

事務（ ＩＣＴ ）

土木造園（土木）

建　　築

福　　祉

児童福祉

児童指導

児童心理

事務（ ＩＣＴ ） 有

児童福祉

児童指導

児童心理

事務（一般事務） 有

昭和45年
４月２日
から昭和
61年４月
１日まで
に生まれ
た者

・活字印刷文又は点字による出題
に対応できる人

（

注
１
）

障
害
者

・身体障害者手帳等の交付を受けている人（注5）
・活字印刷文又は点字による出題に対応できる人

有

有

・活字印刷文による出題に対応で
きる人（ただし、事務（一般事
務）については点字による出題に
対応できる人も受験できる。）
・22歳未満の者で学校教育法に基
づく大学（短期大学を除く。）を
卒業した人又はこれと同等の資格
があると人事委員会が認める人

社会福祉士、児童指導員又は
保育士（注4）

有

食品衛生監視員及び
環境衛生監視員

無
心理学科を卒業した人又は
これに相当する人

経歴・資格・免許
採用
区分

Ⅲ
類

Ⅰ
　
　
類

22歳以上
41歳未満

保健師

有
22歳以上
32歳未満

当該職種に関連する業務
に従事（ただし、福祉・
児童福祉・児童指導につ
いては社会福祉士、児童
指導員又は保育士の資格
を有していること（注
4）。児童心理は心理学
科を卒業した人又はこれ

に相当する人）

当該職種に関連する業務
に従事（ただし、児童福
祉・児童指導については
社会福祉士、児童指導員
又は保育士の資格を有し
ていること（注4）。児
童心理は心理学科を卒業
した人又はこれに相当す

る人）

当該職種に関連する業務
に従事（ただし、福祉・
児童福祉・児童指導につ
いては社会福祉士、児童
指導員又は保育士の資格
を有していること（注
4）。児童心理は心理学
科を卒業した人又はこれ

に相当する人）

経
験
者
１
級
職

・活字印刷文による出題に対応で
きる人（ただし、事務（一般事
務）については点字による出題に
対応できる人も受験できる。）

無

民間企業等で
の業務従事歴
が４年以上あ
る人
（児童福祉・
児童指導・児
童心理につい
ては、上記の
うち児童相談
所等での業務
従事歴が２年
以上ある人
（注3））

経
験
者
２
級
職
（

主
任
） 無

民間企業等で
の業務従事歴
が８年以上あ
る人
（児童福祉・
児童指導・児
童心理につい
ては、上記の
うち児童相談
所等での業務
従事歴が３年
以上ある人
（注3））

無

61歳未満

（

注
2
）

就
職
氷
河
期
世
代

民間企業等で
の業務従事歴
が12年以上あ
る人
(児童福祉・
児童指導・児
童心理につい
ては、上記の
うち児童相談
所等での業務
従事歴が５年
以上ある人
（注3）)

経
験
者
３
級
職
（

係
長
級
）
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注 1：障害者を対象とする採用選考の略 

注 2：就職氷河期世代を対象とする採用試験の略 

注 3：児童相談所等での業務従事歴については、下記の経験を指す。 

   児童福祉：児童相談所（一時保護所を含む。）又は児童福祉施設における相談援助業務経験 

   児童指導：児童相談所の一時保護所、児童養護施設又は児童自立支援施設における直接処遇

業務経験 

   児童心理：児童相談所（一時保護所を含む。）等の福祉、医療、司法又は教育に関する機関

や施設における心理判定、心理療法又はカウンセリングの業務経験 

注 4：試験区分「福祉」「児童福祉」「児童指導」における受験資格の「経歴・資格・免許」のう

ち「保育士」については、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けている人 

注 5：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの交付を受けている

人又は児童相談所等により知的障害者であると判定された人 

 

② 日程 

 

 

③ 実施状況                               （単位：人） 

 

告　　　示 ３月８日（金） ７月２３日（火） ６月２０日（木） ６月２０日（木） ６月２０日（木） ６月２０日（木）

申込受付
　３月８日（金）～
３月２５日（月）

　７月２３日（火）
～

８月６日（火）

  ６月２０日（木）～
７月１１日（木）

  ６月２０日（木）
～

７月１１日（木）

  ６月２０日（木）～
７月１１日（木）
※郵送申込は

７月１０日（水）消印有効

  ６月２０日（木）～
７月１１日（木）

１次試験・選考 ４月２１日（日） ９月８日（日） ９月８日（日） ９月１日（日） ９月８日（日） ９月１日（日）

１次合格発表 ６月１４日（金） １０月９日（水） １０月１８日（金） １０月１８日（金） １０月９日（水） １０月１８日（金）

２次試験・選考
　７月８日（月）～
７月１８日（木）

１０月２０日（日）
１０月３１日（木）
１１月１日（金）

１０月２６日（土）
１０月２７日（日）
１１月　２日（土）
１１月　３日（日）
１１月　４日（月）

１０月２８日（月）
１０月２９日（火）
１０月３０日（水）

１１月４日（月）

最終合格発表
７月２２日（月）(技術系)

７月３０日（火）(技術系以外)
１１月１５日（金） １１月１５日（金） １１月１５日（金） １１月１５日（金） １１月１５日（金）

就職氷河期世代を
 対象とする採用試験

項　　　目
Ⅰ類採用試験

【春試験】

Ⅰ類採用試験
【秋試験】

（土木造園（土木）
・建築）

Ⅲ類採用試験
 経験者

採用試験・選考
 障害者を

 対象とする採用選考

６年度 ５年度
比較

増△減
６年度 ５年度

比較
増△減

６年度 ５年度
比較
増△減

事務（一般事務） 7,580 8,541 △ 961 6,868 7,668 △ 800 3,035 3,013 22
事務（ ＩＣＴ ） 78 － 78 59 － 59 27 － 27
土木造園（土木） 150 196 △ 46 132 186 △ 54 64 105 △ 41
土木造園（造園） 63 66 △ 3 56 60 △ 4 33 39 △ 6

建　　築 123 123 0 115 116 △ 1 74 83 △ 9
機　　械 40 45 △ 5 35 41 △ 6 14 24 △ 10
電　　気 54 59 △ 5 46 48 △ 2 27 33 △ 6
福　　祉 424 453 △ 29 386 421 △ 35 250 256 △ 6
心　　理 147 177 △ 30 126 147 △ 21 47 45 2

衛生監視（衛生） 119 117 2 104 111 △ 7 69 61 8
衛生監視（化学） 35 40 △ 5 24 32 △ 8 8 10 △ 2

保　健　師 330 362 △ 32 305 334 △ 29 205 213 △ 8

小　　計 9,143 10,179 △ 1,036 8,256 9,164 △ 908 3,853 3,882 △ 29

採用区分
職種

(試験・選考区分）

申込者数 受験者数 最終合格者数

Ⅰ類
【春試験】
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土木造園（土木） 63 54 9 46 36 10 26 22 4
建　　築 59 37 22 50 28 22 35 20 15
小　　計 122 91 31 96 64 32 61 42 19

事務（一般事務） 1,885 2,398 △ 513 1,609 2,058 △ 449 519 482 37

事務（一般事務） 440 553 △ 113 317 406 △ 89 107 88 19

事務（一般事務） 1,540 1,516 24 1,165 1,146 19 385 289 96
事務（ ＩＣＴ ） 42 48 △ 6 32 41 △ 9 17 22 △ 5
土木造園（土木） 44 50 △ 6 32 41 △ 9 24 30 △ 6

建    築 25 37 △ 12 17 32 △ 15 14 20 △ 6
機　　械 28 41 △ 13 22 33 △ 11 11 11 0
電　　気 44 34 10 31 25 6 18 14 4
福　　祉 104 63 41 93 45 48 62 31 31
児童福祉 23 39 △ 16 21 38 △ 17 15 29 △ 14
児童指導 23 16 7 21 14 7 15 12 3
児童心理 23 34 △ 11 20 33 △ 13 12 21 △ 9
小　　計 1,896 1,878 18 1,454 1,448 6 573 479 94

事務（一般事務） 1,008 1,004 4 744 720 24 168 112 56
事務（ ＩＣＴ ） 40 55 △ 15 30 45 △ 15 15 18 △ 3
土木造園（土木） 61 48 13 51 40 11 21 19 2

建　　築 37 46 △ 9 29 29 0 20 21 △ 1
福　　祉 60 39 21 54 26 28 35 18 17
児童福祉 22 28 △ 6 21 25 △ 4 15 18 △ 3
児童指導 13 9 4 13 9 4 9 9 0
児童心理 7 15 △ 8 7 14 △ 7 7 11 △ 4
小　　計 1,248 1,244 4 949 908 41 290 226 64

事務（ ＩＣＴ ） 13 13 0 12 7 5 3 3 0
児童福祉 17 9 8 17 9 8 7 5 2
児童指導 4 1 3 4 1 3 3 1 2
児童心理 6 8 △ 2 6 7 △ 1 3 7 △ 4
小　　計 40 31 9 39 24 15 16 16 0

事務（一般事務） 702 996 △ 294 516 720 △ 204 78 54 24

15,476 17,370 △ 1,894 13,236 14,792 △ 1,556 5,497 5,269 228

(

係
長
級

)

３
級
職

氷河期

合　　計

Ⅲ類【障害者を対象と
する採用選考】

Ⅰ類
【秋試験】

Ⅲ類

経
験
者

1
級
職

（

主
任
）

２
級
職
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イ 採用選考等 

  令和 6年度に人事委員会が実施した目黒区の採用選考等の実施状況は次のとおりである。 

① 専門職採用選考 

区 分 合格者数 

医療専門職（医師の課長級以上） 1人 

行政専門職（法務の課長級以上） 0人 

② 一般職の任期付職員 

  法第三条※1に基づく採用       法第四条※1に基づく採用 

採用職層 採用承認人数 

主任 0 人 

係長 3 人 

課長補佐 0 人 

課長 2 人 

部長 0 人 

※1 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 

 

ウ 管理職選考（令和 6年度） 

一般の管理職としての課長級の職への昇任選考は、第一次選考と第二次選考とに分かれている

が、本委員会では、管理職選考種別Ⅰ類における第一次選考について、年度ごとに実施要綱を定

め、統一選考を実施している。なお、管理職選考種別Ⅱ類は、令和 5 年度から申込によらない選

考（指名制）を導入し、選考権限を任命権者に委任している。 

 

① 受験資格等 

  ○ Ⅰ類 

（受験資格） 日本国籍を有する要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、年齢 55歳未 

満で、主任以上の在職期間が 6年以上の人（全部、分割又は免除受験方式で受 

験する場合であって、経験者採用制度等により採用された人が受験する場合を 

除く。）。 

（受験方式） 全部受験方式－受験資格を満たしている人が、筆記考査（択一・短答式問題、 

記述式問題、論文式問題）全てを受験する方式。 

分割受験方式－受験資格を満たしている人が、択一・短答式問題受験の免除資 

格を得るため、択一・短答式問題のみを受験する方式。受験年 

度の管理職選考の合格にはいたらない。 

免除受験方式－択一・短答式問題受験の免除資格を得ている人が、記述式問題 

及び論文式問題を受験する方式。 

前倒し受験方式－主任の職にあり、その在職期間が 3～5年目の人（経験者採 

用制度により採用された人等の特例あり）が、択一・短答式 

問題受験の免除資格を得るため、択一・短答式問題のみを受 

験する方式。受験年度の管理職選考の合格にはいたらない。 

（選考方法） 筆記考査（択一・短答式問題、記述式問題、論文式問題）、勤務評定、口頭試問 

 

（免除資格） 択一・短答式問題の成績が一定の基準に達した人については、原則として、受 

験翌年度以降の 3年間の択一・短答式問題受験の免除資格を付与する。 

採用職層 採用承認人数 

係員（１級職） 0人 

課長 0人 

部長 0人 
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※ 翌年度にⅠ類（全部、分割、免除）の受験資格を満たさない者について

は、原則として、受験資格を満たす年度以降 3年間の択一・短答式問題受

験の免除資格を付与する。 

  ○ Ⅱ類 

（受験資格） 日本国籍を有し、かつ、分類基準（Ⅰ）の適用職種の職務に従事する者で、 

基準日現在、4級職に 2年以上在職し年齢が 60歳未満の人 

（選考方法） 人事評価及び面接とする。ただし、任命権者は必要に応じて選考方法を追加 

できるものとする。 

 

② 令和 6年度管理職選考種別Ⅰ類の実施状況（合格者数） 
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③ 令和 6年度管理職選考種別Ⅰ類の実施状況（免除者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1 対象者数とは、受験者数から合格者数等を除いた数 

2 全部とは、全部受験方式で筆記考査全てを受験した人 

3 分割とは、分割受験方式で受験した人 

4 前倒しとは、前倒し受験方式で受験した人 
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〔本年のポイント〕 

〕 

（２）給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

給与は、情勢適応の原則（地方公務員法第14条）、均衡の原則（地方公務員法第 24条第 2項）及び

職務給の原則（地方公務員法第 24 条第 1 項）に則して決定されるものである。例年、これらの趣旨

を踏まえ、特別区職員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査を行い、公民較差を算出するとと

もに、国や他の地方公共団体の給与の実態を参考にして、給与等に関する報告、意見の申出及び勧告

を行っている。令和 6 年は、10 月 9 日に 23 区の各区議会議長及び区長に対し、一般職の特別区職員

の給与等について報告及び勧告を行った。その概要は、以下のとおりである。 

 

 
                       
■公民較差：11,029円（2.89％） 

■月例給：初任給、若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で引上げ 

【初任給】Ⅰ類：23,800円増 Ⅲ類：23,900円増 

■特別給（期末手当・勤勉手当）：年間の支給月数を 0.2月引上げ 

（現行 4.65月→4.85月）期末手当及び勤勉手当に均等に配分 

■職員の平均年間給与：約 26万７千円の増（公民比較対象職員） 

■扶養手当：配偶者等に係る手当を廃止し、子に係る手当額を引上げ 
 

 職員の給与に関する報告・勧告  

ア 職員と民間従業員との給与の比較 

１ 職員給与等実態調査の内容（令和６年４月） 

職 員 数 
民間従業員と比較した職員 

職 員 数 平均給与月額 平 均 年 齢 

58,194人 32,441人 382,163円 38.8歳 

２ 民間給与実態調査の内容（令和６年４月） 

区  分 内         容 

調査対象規模 企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所 

事 業 所 数 特別区内の1,112民間事業所を調査（調査完了 677事業所） 

３ 公民比較の結果 

○月例給 

民間従業員 職   員 差 

393,192円 382,163 円 11,029 円（2.89％） 

（注）民間従業員、職員ともに本年度の新卒採用者は、含まれていない。 

○特別給 

民間支給割合 職員支給月数 差 

4.87月分 4.65月 0.22月 

４ 本年の公民較差算出 

本年の勧告に関しては、差額支給者を公民比較対象職員から除外して公民較差を算出する、

一時的、特例的な措置を執り公民比較を行った結果、職員の給与が民間従業員の給与を下回っ

ていた較差 11,029 円（2.89％）を解消するため、月例給を引き上げることとし、給料表を改定

することが適当であると判断した。差額支給者を除外しない場合の公民較差は 10,268 円である。 

５ 差額支給 

給料表の切替の際に特段の措置によって生じた差額支給については、着実な解消を図るべき

ものである。しかし、差額支給者の人数は昨年４月１日時点の 864 人に対し、本年４月１日時

【給与に関する勧告・報告】  

月例給・特別給ともに３年連続引上げ  

は 28年ぶり ～ 
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点で 627 人、減少数は 237 人、任用面により差額支給が解消されたのは昇任者の 16 人で約７％

に過ぎず、解消に向けての十分な措置が講じられたとは言えない状況である。任命権者におい

ては、引き続き、差額支給の着実な解消に向けて、より一層の積極的な取組を講じられたい。   

 
イ 改定の内容 

１ 給料表 

(1) 行政職給料表（一） 

・初任給について、民間企業や国における初任給の動向等を踏まえて引上げ 

・若年層の職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額の引上げ 

 現 行 給 料 月 額 改 定 後 給 料 月 額 改 定 額 

Ⅰ 類 196,200円 220,000円 23,800円 

Ⅲ 類 158,100円 182,000円 23,900円 

(2) その他の給料表等 

・その他の給料表は、行政職給料表（一）との均衡を考慮した改定 

・定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額は、各級の改定額を踏まえ、所要の引上げ 

２ 特別給（期末手当・勤勉手当） 

・民間における特別給の支給状況を勘案し、年間の支給月数を 0.2 月引上げ 

（現行 4.65 月→4.85 月） 

・支給月数の引上げ分については、民間の状況等を考慮し、期末手当及び勤勉手当に均等に配分 

３ 実施時期 

・月例給：令和６年４月１日 特別給：条例の公布の日 

（参考１）公民較差解消による配分 

給    料 諸 手 当 はね返り 計 

9,191円 0円 1,838円 11,029円 

（参考２）公民較差に基づく給与改定による平均年間給与の増加額（公民比較対象職員） 

改定前 改定後 差 

約 6,425千円 約 6,691 千円 約 267千円 

 
ウ 扶養手当について 
  国における扶養手当の見直しを踏まえ、民間企業における家族手当の支給状況の変化、職員の扶

養手当支給実態等を勘案し、区の状況に応じた見直しを図ることが適当である。 

１ 改正内容 

・配偶者又はパートナーシップ関係の相手方（以下「配偶者等」という。）に係る手当を廃止し、

それにより生ずる原資を用いて、子に係る手当額を引上げ 

（配偶者等：6,000 円→廃止、子：9,000 円→10,500 円） 

２ 実施時期 

・令和７年４月１日 

・受給者への影響を可能な限り少なくする観点から、改正は段階的に実施する。 

 
エ 今後の給与制度 
  国の給与制度のアップデートを踏まえ、特別区の実情、国や他の地方公共団体の状況及び民間給

与との均衡を考慮し、見直しに向けて検討が必要である。 
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 人事･給与制度に関する意見   

１ 未来を切り拓く人材の確保と育成 

・行政は、地域共生社会の実現や災害対策、ＤＸの推進等、複雑・多様化する行政課題の解決の

ため、未来を切り拓く人材の確保と育成が急務と言える。 

２ 時代に応じた採用制度の見直し 

■将来を見据えた人材確保・育成策の検討 

・有為な人材の確保と職員の成長支援、研修等の環境整備に重点的に取り組む必要がある。 

・公務への取組で得られる職員自身の成長実感がやりがいにつながり、組織パフォーマンスの向

上に資する。 

■採用環境を踏まえた採用試験・選考の実施 

・試験内容の変更等、採用試験・選考の見直し・検証を継続して取り組んでいく。 

・令和７年にはＳＰＩを活用した新たな試験方法を追加し、Ⅰ類採用試験で実施を予定している。 

■採用ＰＲ等の戦略的な展開 

・有為な人材の確保には、公務の魅力を広く発信することが肝要であり、ＰＲ活動をいかに就

職・転職活動中の者へ届けるかが重要である。 

・就職活動前の学生も対象とした職場体験の機会の提供は、公務の魅力への理解を深めることが

できるため、積極的な取組が求められる。 

・内定後から採用までの間、特別区で働く意欲を向上させる取組が重要である。 

■障害者の雇用促進 

・障害者のキャリア形成の支援により障害者雇用の質の向上が求められている。 

■専門人材の活用 

・自治体ＤＸの推進に向けた課題と必要なスキルを見極め、職員の得意分野を活かした適切な人

材管理を行うことが肝要である。 

・行政需要の高度化やＤＸ推進の必要性の高まりに伴い、特定任期付職員の活用を早急に検討す

る必要がある。 

３ 人材の育成 

■人事評価制度の適切な運用 

・管理職への本人開示制度の整備及び評価者研修の確実な実施が必要である。 

・職務に求められる能力を可視化し、職員がその達成度を認識することで自身の成長を実感でき

る環境づくりが必要である。 

・評価者による定期的な面談と職員の多様な能力を踏まえた指導・助言を行うことが肝要である。 

■若年層職員の組織的かつ計画的な人材育成 

・従来の研修やＯＪＴの充実に加え、キャリア形成支援に係る取組やきめ細かい人事上の対応を

図るなど、これまでとは異なる視点による人材育成の推進が必要である。 

・主任職昇任選考に対する試験制度の工夫や適切な合格者数の管理が重要である。 

■管理職を担う者の人材育成 

・管理職を担うべき人材を早い段階から育成することが必要である。 

・様々なスキルを有する職員をマネジメントする能力を身に付ける研修を行い、管理職を担う人

材を積極的に確保していかなければならない。 
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■女性活躍の推進 

・働き方が多様化する中で、それぞれの職員に対して適正に評価することにより、適切な人材育

成と積極的な登用を図る必要がある。 

・昇任選考受験に対する支援や昇任への不安解消に向けたサポート体制を整備することが重要で

ある。 

■時代に適応した組織マネジメントの確立 

・人事施策を戦略的に行うためには、管理職員のマネジメント能力だけに頼らない人材マネジメ

ント体制を構築する必要がある。 

・職員の成長を最大限引き出すため、職員の働き方や個人の価値観の多様化等に適応した組織マ

ネジメントを確立することが求められる。 

■高年齢層職員の能力及び経験の活用 

・高年齢層職員が早い段階から高齢期の働き方のイメージを持ち、これまで培ってきた知識経験

を存分に活かすことができる環境を整えることが必要である。 

 勤務環境の整備等に関する意見  

１ 誰もが活躍できる勤務環境づくり 

・多様で柔軟な働き方の重要性の見直しや人材確保競争の激化が進み、特別区においても限られ

た人的資源を最大限活かすことが必要である。 

・全ての人が柔軟に働き活躍できる職場環境の整備は、職員がやりがいや意欲を高めキャリア形

成や成長実感を得ながら自己実現していくことや、仕事の質と組織全体の効率性・生産性を向

上させることにつながる。 

・多様で柔軟な勤務環境の整備には、組織マネジメント及び制度を活用できる職場風土の構築が

重要である。 

■職員のやりがいや意欲を高める環境づくり 

（勤務環境の制度・整備等） 

・テレワークは多様な働き方やワーク・ライフ・バランスという観点だけではなく、事業継続や

業務効率等の観点からも導入と活用が必要である。 

・フレックスタイム制導入の検討が引き続き必要である。 

・定年引上げに伴い、高年齢層職員の多様な働き方のニーズに応えるため、勤務環境の整備が重

要である。 

・働き方の選択肢を広げるとともに、職場に適した制度の活用ができる職場風土の構築が必要で

ある。 

（仕事と生活の両立支援） 

・男性職員の育児休業取得率等が向上しており、各区の取組が進んでいる。 

・性別や職層に関係なく仕事と生活が両立できる勤務環境の整備に向け、男性の育児休業の長期

化、代替措置の充実や復帰後支援等の取組を図ることが必要である。 

■魅力ある職場の基礎となる勤務環境づくり 

（長時間労働の是正） 

・超過勤務に係る要因の整理・分析・検証の結果を踏まえ、ＤＸ推進や人員配置等、様々な方策

を駆使することが重要である。 
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・教職員の長時間労働是正に向け、各区教育委員会による実効性の伴う対策が必要である。 

（年次有給休暇の取得促進） 

・管理職の年次有給休暇の取得促進は、休みやすい勤務環境づくりを推進する上でも有効である。 

・時間単位休暇を除いた年５日以上の取得ができるように配慮することは、職員の健康を確保す

る上でも重要である。 

（メンタルヘルス対策の推進） 

・メンタルヘルス対策においては、管理職の役割が重要であるため、対応力を向上させる研修の

定期的・計画的な実施が必要である。 

・セルフケアは、メンタルヘルス不調の未然防止に有効であり、これを習得するための研修は重

要である。 

（ゼロ・ハラスメント対策） 

・根絶の第一歩は正しい知識と理解にあり、全職員の定期的な研修受講が必要である。 

・区の外部にも相談窓口を設置するなど、相談体制の拡充が必要である。 

・国・東京都等の動向を適時に捉えた、カスタマー・ハラスメント防止に向けた積極的な取組を

推進する必要がある。 

２ 区民からの信頼の確保 

・コンプライアンス意識の醸成・向上等を目的とする研修を定期的・継続的に実施する必要があ

る。 

・職員からの通報制度の整備への積極的な取組が望まれる。 

 特定任期付職員採用制度についての意見の申出  

・特定任期付職員採用制度を導入する場合において、給料表及び期末手当・勤勉手当等の取扱い

について意見を申し出る。 

 

（３）勤務条件に関する措置の要求の状況 

令和 6年度中における目黒区の措置要求の状況は、下記のとおりです。 
 

 前年度からの 

継続件数 A 

 6年度 

要求件数 B  

  完結件数 

           C 

 翌年度継続 

 件数   A+B-C 

備   考 

           0       0            0            0 

 

 

（４）不利益処分に関する審査請求の状況 

令和 6年度中における目黒区の審査請求の状況は、下記のとおりです。 
 

 前年度からの 

継続件数 A 

 6年度 

請求件数 B 

  完結件数 

           C 

 翌年度継続 

 件数   A+B-C 

備   考 

         15            0           0            15  

 


